
〇 独立行政法人農林水産消費安全技術センター運営費交付金
【令和７年度予算概算決定額 6,781（7,004） 百万円】

＜対策のポイント＞
独立行政法人農林水産消費安全技術センター（以下「FAMIC」という。）の業務の一部に充てるために必要な経費を支援します。

＜事業目標＞
○ 農林水産物、飲食料品及び油脂の品質及び表示に関する調査及び分析、農林物資等の検査等による、これらの物資の品質及び表示の適正化
○ 肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに土壌改良資材の検査等による、これらの資材の品質の適正化及び安全性の確保

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１ 肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに土壌改良資材の検査
２ 飼料及び飼料添加物の検定及び表示に関する業務
３ 飼料及び飼料添加物の製造設備、製造管理の方法等に関する調査
４ 農林水産物、飲食料品（酒類を除く）及び油脂の品質及び表示に関する調査
 及び分析並びにこれらに関する情報の提供
５ 日本農林規格又は飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の基準が定め
られた農林物資及び食品表示基準が定められた食品（酒類を除く）の検査
６ 日本農林規格その他の農林水産分野における規格に関する認証又は試験等その
他これらに類する事業を行う者の技術的能力等に関する評価及び指導
７ 日本農林規格等に関する法律、食品表示法、農林水産物及び食品の輸出の促
進に関する法律、肥料の品質の確保等に関する法律、農薬取締法、飼料の安全性
の確保及び品質の改善に関する法律、愛がん動物用飼料の安全性の確保
に関する法律、地力増進法及び遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物
の多様性の確保に関する法律に基づく立入検査
８ 肥料の放射性物質濃度の調査・分析
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＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］消費・安全局総務課（03-6744-7166）
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